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伝染性紅斑患者の増加に伴う注意喚起について 
 

  山形県感染症発生動向調査第 15 週（４月７日～４月 13 日）における、小児科定点医

療機関（26機関）からの伝染性紅斑患者報告数が、一定点医療機関あたり 2.62となり、

警報レベル（参考値）（一定点あたり２）以上の患者数となりました。 

つきましては、県民の皆様への注意喚起に御協力くださるようお願いします。 
 

１ 最近の定点あたりの患者報告数               （ ）内は報告人数 

地区別 
第 13週 

（3/24～3/30） 

第 14週 

（3/31～4/6） 

第 15週 

（4/7～4/13） 

山形県 １.６０（  40人） １.５２（  38人） ２.６２（    68人） 

 山形市 ２.３３（  14人） １.１７（   7人） １.５０（    9人） 

 村 山 ３.６０（  18人） ３.４０（   17人） ６.５７（   46人） 

 最 上 ０.００（   0人） ０.３３（   1人） ０.３３（    1人） 

 置 賜 ２.００（   8人） ３.２５（   13人） ２.６７（    8人） 

 庄 内 ０.００（   0人） ０.００（   0人）  ０.５７（   4人） 

全 国 
０.８２ 

（2,565人） 

０.６３ 

（1,889人） 
集計中 

 

２ 伝染性紅斑（リンゴ病）について 

  両頬に紅い発疹が現れ、続いて手・足に網目状の発疹がみられます。発疹が出現する

７～10日前に風邪のような症状がみられることが多く、この時期にウイルスの排出が最

も多くなります。 
 

３ 伝染性紅斑の予防 

  飛沫や接触等により感染しますので、「こまめな手洗い」や「咳エチケット」を心がけ

ていただきますようお願いします。 
  
４ 直近５年間の伝染性紅斑の報告人数（小児科定点医療機関からの報告） 

（単位：人）    

  ○前回、警報レベルに達したのは平成 31年１月 16日（第２週） 

年 県内の年間患者数 
県内 15週現在の 

累積報告数 
全国の年間報告数 

Ｒ３ １８ ７ ２，２０９ 

Ｒ４ ８ ５ １，８８５ 

Ｒ５ １８ ３ ２，２２０ 

Ｒ６ ８８ １２ ３２，１８９ 

Ｒ７ － ４６１ 集計中 
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